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道道 路路 整整 備備  
１１  道道路路のの沿沿革革とと現現況況  

 本市の道路は、軍都計画の一環である神奈川県の｢相模原都市建設区画整理事業｣に基づき整備されたものが

礎となっている。昭和14年から25年までの間に、造兵廠から上溝をつなぐ道を縦の幹線(現在の都市計画道路市

役所前通り線)、府県道横浜中野線を横の幹線(現在の国道16号)及び500mおきに幹線を整備するという計画によ

り、幅員4mから40mの742路線、延長356.4kmの道路根幹が形成されたが、その他の地域は、幅員の狭い未整備の

道路がほとんどであった。 

 その後、昭和33年、首都圏整備法による市街地開発区域に指定され、首都圏のベッドタウンとして急激な人

口及び交通量の増大を見るに至り、市民生活に直結した道路の整備が叫ばれ始めた。 

 市としては、その要請に応えるべく、市道の新設・改良・舗装等を重点施策として整備を進め、昭和45年に

は総延長1,368km 、舗装率21.8%となった。その後、着々と整備を進めてきた結果、令和5年度末現在は、総延

長2,195km 、舗装率85.5%となっている。なお、平成22年4月の政令指定都市への移行に伴い、指定区間を除く

国道及び県道の管理が移管されたため、市が管理する道路の総延長は2,437kmとなっている。 

道路の現況                                  (令和6年3月31日現在) 

 高速国道 指定区間国道 指定区間外国道 主要地方道 一般県道 市  道 

路 線 数 1 3 3 11 20 10,865 

延 長 (m) 9,900 38,418 51,629 84,428 105,825 2,194,968 

  

２２  幹幹線線道道路路のの整整備備 

 市内では、首都圏中央連絡自動車道（圏央道）をはじめとする広域的な幹線道路ネットワークの形成により、

交通状況が大きく変化した。また、企業立地による経済活動の活性化や市民の生活圏拡大、避難路や緊急輸送

道路の確保などの効果が発現し、市内の交通状況に変化が見られるようになった。 

 市では、道路整備を取り巻く状況の変化に的確に対応するため、「第2次相模原市新道路整備計画」に基づき、

広域交流拠点都市としての道路ネットワークの形成に向け、主要な道路事業の計画的執行、財源の効率的運用、

事業の客観性の確保を図っている。 

 現在の市内の主要な道路事業としては、インターチェンジへのアクセス性の向上を図るため、圏央道・相模

原愛川ICに接続する県道52号(相模原町田)の4車線化やJR相模線との立体交差化、圏央道相模原ICに接続する津

久井広域道路の県道513号(鳥屋川尻)までの区間の道路整備を実施している。また、市内の拠点間を結ぶ幹線道

路のネットワークを構築するため、都市計画道路等その他の幹線道路について、計画的、重点的な整備を進め

ている。 

 今後も、広域道路ネットワークの更なる形成による交通需要の動向や、新たな拠点形成による影響を勘案し

ながら、必要な対応について検討を進める。 

都市計画道路の整備状況                (令和6年3月31日現在) 

路 線 数 総 延 長 改良済延長 改良率 

74路線 178,670m 136,487m 76.4% 

〔令和5年度整備実施路線〕 

・（都）相模原町田線  ・(都)宮上横山線  ・(都) 城山津久井線  ・(都)橋本相原線 
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都市計画道路の令和5年度事業実施路線における用地取得状況 

番 号 路  線  名 代表幅員 全体延長 計画延長
計画用地

取得面積

用地取得 

済み面積 
取得率 

3・3・3 
相模原町田線 

（JR立体） 
25m 5,020m   480m 12,926㎡ 11,357㎡  87.9% 

3・3・3 
相模原町田線 

（北里周辺） 
25m 5,020m   760m 12,714㎡ 11,358㎡  89.3% 

3・4・6 宮上横山線 18m 4,440m   670m  9,541㎡  9,541㎡ 100.0% 

3 ･ 3 ･ 1 城山津久井線 22m 4,500m 1,000m 26,763㎡  8,046㎡  30.1% 

3･4･19 橋本相原線 18m 1,560m   270m  1,804㎡  1,804㎡ 100.0% 

※ 公共用地先行取得事業特別会計及び土地取得基金で取得した用地含む。 

  

３３  人人ににややささししいいみみちちづづくくりり  

 人にやさしく誰もが安全に安心して移動できる道づくりとして、道路のバリアフリー化、自転車通行環境の

整備、歩道の設置などによる歩行環境の整備を行っている。 

 道路のバリアフリー化については相模大野駅や橋本駅などの鉄道駅を中心とした地区において、視覚障害者

誘導用ブロックの整備や歩道の段差解消、ユニバーサルデザインへの転換を進めている。 

 自転車通行環境整備については、「相模原市自転車活用推進計画」に基づき、鉄道駅や公共施設などへのアク

セス路線等を中心に自転車レーンなどの整備を行っている。 

 歩行環境の整備については、通学路の要対策箇所や幹線道路を中心に歩道の設置などを行っている。 

 なお、指定区間(国直轄管理)となっている国道16号、20号においても歩行者等の安全性確保のため、歩道設

置等の対策が進められており、現在、国道20号の藤野地区において、歩道整備が行われている。 

〔令和5年度整備実施路線〕 

（自転車通行環境整備）  ・市道寿橋通   ・県道51号(町田厚木) 

（歩行環境の整備）    ・市道下九沢大島 ・市道水道路 

 

４４  身身近近なな生生活活道道路路のの整整備備    

 市街地の交通機能の充実や安全な生活環境の確保を図るため、市民生活の交通機能を担う区画道路、区画道

路から幹線道路へと導く地域内の道路などの整備を進めており、道路環境の改善や防災機能の強化などを目指

し、狭あい道路の拡幅整備等も行っている。 

〔令和5年度整備実施路線〕 

・市道元橋本15号  ・市道下九沢325号  ・市道下九沢94号  ・市道二本松10号 

・市道大島40号   ・市道相原64号    ・市道相模原80号  ・市道並木59号  ・市道田名164号 

・市道上矢部3号   ・市道上溝245号   ・市道淵野辺119号  ・市道麻溝台93号 

・市道磯部117号   ・市道磯部119号   ・市道下溝113号   ・市道磯部70号 

 

５５  渋渋滞滞ボボトトルルネネッックク対対策策  

 「第2次相模原市新道路整備計画」に基づき道路改良を進めているが、一部の幹線道路においては、特定の時

間帯・時期・方向に交通渋滞が発生している区間があり、バス交通の定時性・速達性の低下、生活道路への迂

回車両の進入による交通安全上の課題等、市民生活への影響が懸念されている。そのため、交差点の改良事業、

鉄道等との立体交差事業等を進めている。 
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（（１１））交交差差点点のの整整備備・・改改良良  

 日常的に渋滞を引き起こしている交差点については、右折レーンの設置等の整備を進め、交通安全上危険

な交差点については、形状の改良等を進めている。 

〔令和5年度整備実施路線〕 

・上中ノ原交差点  ・西橋本一丁目交差点 

（（２２））立立体体交交差差のの整整備備 

 幹線道路と鉄道などが交差する渋滞箇所等においては、立体交差化の検討、整備を進めているところであ

る。現在、相模原愛川ICへのアクセス道路である、県道52号(相模原町田)とJR相模線(原当麻第一踏切)の立

体交差化を進めている。 

 

６６  災災害害にに強強いい都都市市基基盤盤のの整整備備 

 災害時における被害拡大の防止、安全・快適な歩行空間の確保、良好な景観の保全・形成等を図るため、「相

模原市無電柱化推進計画」に基づき、電線類地中化事業を進めている。 

電線類地中化整備の状況               (令和6年3月31日現在) 

 国  道 県  道 市  道 

路 線 数 2路線 8路線 30路線 

整備延長 28,254m 8,908m 13,215m 

 

【【路路政政課課……11】】  

【【道道路路計計画画課課……33～～55】】  

【【道道路路整整備備課課……22、、66】】  

 

 

道道 路路 管管 理理 ・・ 補補 修修  
１１  道道路路管管理理のの充充実実 

 道路の適正かつ効率的な管理を行うため、都市基準点の整備や道路境界の確定などにより道路台帳の整備を

進めるほか、総合的な道路情報を網羅したSRIMS(相模原市道路情報管理システム)や道路台帳等図面をインター

ネットで公開する「さがみはら地図情報」等の管理・運用を行っている。また、道路環境の向上を図るため、

美観を損ね、交通の支障にもなる不法占用物の除去に努めるなど、道路占用の適正化を進めている。 

路線種別ごとの状況                           (令和6年3月31日現在) 

年度 種 別 路線数 延長(km) 舗装延長(km) 舗装率(%) 

令和3 

国 道 3 51.6 51.1 99.1 

県 道 31 190.3 177.9 93.5 

市 道 10,805 2,189.9 1,870.8 85.4 

合 計 10,839 2,431.8 2,099.8 86.3 

令和4 

国 道 3 51.6 51.2 99.1 

県 道 31 190.3 177.9 93.5 

市 道 10,835 2,192.3 1,873.6 85.5 

合 計 10,869 2,434.2 2,102.7 86.4 

 

 

―  311   ――  310   ―



- 312 - 

 

年度 種 別 路線数 延長(km) 舗装延長(km) 舗装率(%) 

令和5 

国 道 3 51.6 51.2 99.1 

県 道 31 190.3 177.9 93.5 

市 道 10,865 2,194.9 1,877.4 85.5 

合 計 10,899 2,436.8 2,106.5 86.4 

※ 本市が管理しない国道16号、国道20号及び国道468号(首都圏中央連絡自動車道)を除く。 

市道の認定・廃止路線状況                          (令和6年3月31日現在) 

年度 
認    定 廃    止 市道の総延長・総面積 

路線数 延長(m) 面積(㎡) 路線数 延長(m) 面積(㎡) 路線数 延長(m) 面積(㎡) 

令和3 32 3,494 28,467 6 507 1,740 10,805 2,189,916 12,112,072

令和4 32 1,910 9,466 2 25 77 10,835 2,192,329 12,136,006

令和5 38 2,782 14,788 8 370 778 10,865 2,194,968 12,154,579

※ 市道の総延長・総面積は、区域変更分を含む。 

 

２２  占占用用物物のの適適正正化化  

 道路は、車両の通行や人の往来などの交通の用に供されるばかりでなく、電柱、上下水道、ガス管など市民

生活を支える占用物件を敷設する場所としての機能も担っており、特に近年では、都市景観や歩行者への安全

配慮の観点から、電線共同溝による地下利用が進められている。 

 これら道路の占用については、道路法による許可が義務付けられている。 

（（１１））道道路路のの占占用用許許可可  6,511件 

（（２２））路路上上違違反反広広告告物物のの撤撤去去・・指指導導  

 道路上(電柱、街路樹等)に無許可で掲出されるはり札、立看板等の撤去を行い、街の美観維持と、車両及

び歩行者の安全確保、不法占用の防止を図っている。令和5年度で道路パトロール等により路上違反広告物を

撤去した枚数は、269枚である。 

 

３３  SSRRIIMMSS((ススリリムムスス、、相相模模原原市市道道路路情情報報管管理理シシスステテムム))のの管管理理・・運運用用  

 道路法に基づき調製される道路台帳(道路台帳平面図と調書)及び関係する各種図面等を電子化し、一元管理

することで、道路財産の適正な維持管理を行うとともに、道路管理業務を含む各種地理関連業務の効率化や市

民サービスの向上を図るため｢SRIMS(相模原市道路情報管理システム)｣の管理・運用を行っている。 

 本システムで扱う道路台帳平面図等は、平成17年度から数値地形図入力編集システムによる数値地形図化(デ

ジタルデータ化)を進め、平成25年度で緑・中央・南土木事務所管内のデータ整備を終了した(整備延長1,823km)。 

 津久井土木事務所管内のデータについては、平成30年度から数値地形図化を進め、令和2年度に一部地域(整

備延長約48km)のデータを公開した。さらに、令和4年度に合併以前から紙で管理していた確定図面を全て電子

化し、一部地域（整備延長約357㎞）のデータを公開した。 

 また、令和2、3年度に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業として、津久井・相模湖・藤

野地区の数値地形図化を進め、一部地域（整備延長約237㎞）のデータを公開した。 

  

４４  「「SSRRIIMMSSタタッッチチパパネネルルシシスステテムム」」「「ささががみみははらら地地図図情情報報」」のの管管理理・・運運用用  

 各土木事務所等の窓口に設置している「SRIMSタッチパネルシステム」により、SRIMSで管理する道路台帳平面

図等の図面を閲覧及び印刷できる市民サービスを提供するとともに、令和4年3月15日からインターネットサイト

「さがみはら地図情報」による図面の公開を開始し、非対面・非接触型の市民サービスを提供している。 
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SRIMSタッチパネルシステム設置場所 

緑 区 緑土木事務所、津久井土木事務所 

中央区 中央土木事務所、下水道保全課、都市計画課、建築審査課 

南 区 南土木事務所 

  

５５  道道路路補補修修 

 歩行者や車両が安心して通行できるよう、市民からの要望及び道路パトロールに基づいて国道(指定区間を除

く。)、県道及び市道の維持補修を行っている。 

 道路補修においては、舗装の老朽化による舗装の打換えや側溝が整備されていない道路の側溝敷設などを、

工事・委託で対応している。また、除草や舗装・砂利道補修などの比較的軽易なものについては、直営作業で

対応している。 

道路補修件数(令和5年度) 

区 分(内 容) 件 数 

路 面 

舗 装 道 補 修 2,269 

敷  砂  利 81 

不 陸 整 正 35 

側 溝 

清     掃 422 

補     修 363 

甲蓋架渡 69 

その他 

除      草 939 

残 土 処 理 385 

そ  の  他 1,363 

合    計 5,926 

道路維持補修工事(舗装打換え、側溝敷設等) 

区   分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

箇 所 数 35 43 43 

路 線 数 35 43 42 

工事延長（m） 2,194.3 2,717.7 2,811.6 

交通安全施設設置数 

区    分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

ガードレール(km) 0.49 0.80 0.34 

カーブミラー (基) 145 136 92 

道 路 標 識(基) 27 5 11 

道 路 照 明 灯(基) 15 10 13 

区 画 線(km) 47.24 53.38 49.82 

  

６６  道道路路施施設設のの長長寿寿命命化化 

 老朽化が進む道路施設への対応策として、事後的な補修に加え、予防的な修繕を行うことで施設を長寿命化

し、維持管理費用の縮減や地域道路網の安全性、信頼性の確保に努めている。 

 橋りょうやトンネルなどの道路施設は、定期点検で状態を把握し、効率的かつ効果的な対策時期を検討し、

修繕計画を立て、計画的に修繕工事等を行っている。 
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長寿命化事業の実施数(令和5年度) 

区 分(内 容) 数量 

橋りょう・横断歩道橋 
定期点検 173橋 

修繕工事など 13橋 

舗装 

路面性状調査 126.1km 

路面下空洞調査 41.1km 

修繕工事 9.6㎞ 

照明灯 
定期点検 1849基 

更新工事 11基 

ペデストリアンデッキ 
定期点検 1箇所 

修繕工事 2箇所 

カルバート・アンダーパス 
定期点検 1箇所 

修繕工事 1箇所 

トンネル 修繕工事 3箇所 

エレベーター・エスカレータ 更新工事など 5基 

  

７７  駅駅前前広広場場、、ペペデデスストトリリアアンンデデッッキキ昇昇降降施施設設等等のの適適正正なな管管理理  

 橋本駅、相模原駅、相模大野駅等の駅前広場の清掃や、ペデストリアンデッキに設けられたエレベーター、

エスカレーター等昇降施設の保守点検等を(公社)相模原市シルバー人材センターや当該施設の製造メーカー等

へ委託し、管理運営を行っている。 

 また、平成20年度からは、南昇降施設管理センター(相模大野駅)において、昇降施設の遠隔画像監視を一元

管理している。 

 

【【路路政政課課……11～～77】】  

 

 

駐駐 車車 場場 対対 策策  
１１  自自転転車車・・自自動動車車駐駐車車対対策策のの推推進進  

 駅周辺地区における適正な自転車利用を促すため、自転車利用者の啓発・指導を行うとともに放置自転車等

の移動を行っている。また、駅周辺の路上駐車による交通渋滞の軽減を図るため設置した市営自動車駐車場の

管理を行っている。 

 

２２  自自転転車車対対策策のの現現況況  

 駅周辺の歩道や駅前広場などに放置されている自転車・バイクは、歩行者や他の交通の妨げ、都市美観の阻

害、更には防災・消防などの緊急活動の支障となっている。このような状況を踏まえ、駅周辺の交通環境の整

備、自転車駐車秩序の確立を図るため、「自転車駐車場の整備」、「自転車利用者の社会的責任の自覚高揚」、「放

置自転車等の指導、撤去の強化」を3本柱とした自転車対策を行っている。また、自転車駐車場の整備について

は、利用者ニーズに合わせた駐車スペース（平置き）を設置するなどしている。 
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（（１１））自自転転車車駐駐車車場場一一覧覧表表  

市営有料自転車駐車場                      (令和5年度実績 単位：台)  

 名  称 
収容台数 利用台数 

自転車 バイク 合計 自転車 バイク 合計 

1 橋本駅北口第1 816 129 945 223,191 50,537 273,728 

2 橋本駅北口第2 1,018 196 1,214 438,269 71,330 509,599 

3 橋本駅南口第1 1,137 522 1,659 394,268 160,054 554,322 

4 橋本駅南口第2 2,427 49 2,476 802,478 19,974 822,452 

5 相模原駅北口 1,593 332 1,925 532,378 39,146 571,524 

6 相模原駅南口 1,855 204 2,059 649,035 58,982 708,017 

7 矢部駅北口 1,578 306 1,884 437,217 64,641 501,858 

8 淵野辺駅南口第1 2,018 75 2,093 827,614 29,297 856,911 

9 淵野辺駅南口第2 1,640 15 1,655 584,918 5,322 590,240 

10 相模大野駅北口 3,365 272 3,637 955,086 74,901 1,029,987 

11 相武台前駅北口 250 122 372 67,693 29,141 96,834 

12 谷口北口 1,400 107 1,507 522,065 39,059 561,124 

13 谷口南口 1,572 89 1,661 575,352 34,386 609,738 

14 相模大野駅西側 2,880 70 2,950 1,014,467 34,515 1,048,982 

合  計 23,549 2,488 26,037 8,024,031 711,285 8,735,316 

路上等自転車駐車場                                                (令和5年度実績 単位：台) 

 
名  称 

収容台数 利用台数 

 自転車 バイク 合計 無料分 有料分 合計 

1 橋本駅北口 96 0 96 177,441 25,107 202,548 

2 橋本駅南口第1 70 0 70 19,341 31,799 51,140 

3 橋本駅南口第2 43 0 43 39,878 12,557 52,435 

4 相模原駅南口第1 5 0 5 8,087 882 8,969 

5 相模原駅南口第2 55 0 55 84,255 16,359 100,614 

6 淵野辺駅南口第1 65 0 65 33,628 11,704 45,332 

7 淵野辺駅南口第2 60 0 60 48,769 12,793 61,562 

8 古淵駅 90 0 90 58,315 25,015 83,330 

9 相模大野駅北口第1 58 0 58 94,797 14,655 109,452 

10 相模大野駅北口第2 105 0 105 143,844 33,886 177,730 

11 相模大野駅北口第3 128 0 128 170,364 36,178 206,542 

12 相模大野駅南口 77 15 92 11,589 15,618 27,207 

13 相模大野駅西側第1 53 10 63 142,816 13,605 156,421 

14 相模大野駅西側第2 49 0 49 112,699 13,106 125,805 

合  計  954 25 979 1,145,823 263,264 1,409,087 

自転車駐車場合計                                  (令和5年度実績 単位：台) 

合    計 

収容台数 利用台数 
(年間延べ台数) 自転車 バイク 合計 

24,503 2,513 27,016 10,144,403 
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（（２２））放放置置防防止止にに関関すするる条条例例  

 平成元年12月1日に施行した「自転車等の放置防止に関する条例」に基づき、駅周辺に放置された自転車等

の撤去を実施している。 

 現在、市内15駅周辺を自転車等放置禁止区域に指定している。 

鉄道線別1日あたりの放置自転車等の状況            (各年5月調べ 単位：台) 

年 横 浜 線 [6駅] 小 田 急 線 [4駅] 相 模 線 [6駅] 

令和3年 39( 0) 55( 1) 8( 1) 

令和4年 30( 0) 73( 1) 8( 1) 

令和5年 44( 2) 63( 2) 22( 3) 

※( )内はバイク内数    ※中央本線2駅は未調査 

駅別自転車等移動台数                         (令和5年度実績 単位：台) 

駅 前 
移 動 台 数 

駅 前 
移 動 台 数 

自 転 車 バ イ ク 自 転 車 バ イ ク 

橋 本 168 3 相 模 大 野 841 3 

相 模 原 166 4 小田急相模原 124 1 

矢 部 132 4 相 武 台 前 9 0 

淵 野 辺 244 3 東 林 間 25 1 

古 淵 57 0 そ の 他 312 7 

町 田 25 2 合 計 2,103 28 

※ 相模湖駅、藤野駅は含まず。 

 

３３  市市営営自自動動車車駐駐車車場場のの管管理理運運営営  

 中心市街地や駅周辺地区における交通渋滞の原因となっている路上駐車の解消を図るため、市営自動車駐車

場の管理運営を行っている。 

（（１１））自自動動車車駐駐車車場場一一覧覧  

市営自動車駐車場一覧表                       (令和6年3月31日現在 単位：台) 

名   称 
収容台数 

構 造 形 式 供用年月日
自動車 バイク

相 模 大 野 立 体 駐 車 場 794 62 
地下1階、地上5階、自走式駐車場、ただし、 
1階は交通施設広場(バス･タクシー乗降場) 

S63.11.1

相模原駅自動車駐車場 236 47 
地下1階、地上6階、自走式駐車場 
ただし、地下1階から地上2階は自転車駐車場 

H 9 . 4 . 6

橋本駅北口第1自動車駐車場 747 － 地下2階、地上11階、自走式駐車場 H12.2.24

橋本駅北口第2自動車駐車場 401 58 
地下1階、地上8階、自走式駐車場 
ただし、地下1階は自転車駐車場 

H13.9.1

小田急相模原駅自動車駐車場 136 － 地下3階、地下2階、自走式駐車場 H19.12.2

相模大野駅西側自動車駐車場 698 51 
地下1階、地上11階、自走式駐車場 
ただし、地下1階及び地上1階の一部は自転車駐
車場 

H25.3.11

合  計 3,012 218   
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市営自動車駐車場利用状況                (令和5年度実績 単位：台) 

名     称 自動車利用台数 バイク利用台数 

相 模 大 野 立 体 駐 車 場 89,672 3,367 

相 模 原 駅 自 動 車 駐 車 場 136,961 3,117 

橋 本 駅 北 口 第 1自 動 車 駐 車 場 432,100 － 

橋 本 駅 北 口 第 2自 動 車 駐 車 場 459,371 5,947 

小田急相模原駅自動車駐車場 126,367 － 

相模大野駅西側自動車駐車場 450,670 5,431 

合  計 1,695,141 17,862 

 

４４  駐駐車車場場整整備備地地区区  

 駐車場法の定めにより、駐車場の設置を促進すべき地区として指定。 

指定地区 

地  区 指定面積(ha) 備  考 

橋本地区 37.5 
(指定年月日) 昭和62年 3月31日 

(変更)    平成 3年 2月28日 

(変更)    平成 6年 9月 7日 

相模原・西門地区 139 

相模大野地区 30.5 

合  計 207 

 

５５  駐駐車車場場法法にに基基づづくく届届出出 

 駐車場法に定める一定規模以上の路外駐車場で、その利用について駐車料金を徴収するものを設置する者か

ら、路外駐車場の位置、規模、構造設備などの内容に関する届出を受理している。 

 

６６  附附置置義義務務条条例例にに基基づづくく届届出出  

 駐車場整備地区内において、特定の用途に供する一定規模以上の建築物の新築、増築、改築などを行う者か

ら、相模原市建築物における駐車施設の附置に関する条例に基づく届出を受理している。 

 

７７  相相模模湖湖ふふれれああいいパパーークク 

 市民及び相模湖を訪れる方の利便性の向上を図るとともに、交流及び憩いの場を提供するために設置(平成 

9年4月設置) 

（（１１））施施設設概概要要  

構  造 鉄筋コンクリート造2階建 

施設内容 駐車場、駐輪場、事務室、公衆便所、公園 

（（２２））駐駐車車場場利利用用状状況況等等                    (令和5年度実績 単位：台) 

 自転車 バイク 自動車 

収 容 台 数 16 26 21 

一時利用延べ台数 － － 13,785 

定期利用延べ台数 170 149 84 

 

【【路路政政課課……11～～66】】  

【【緑緑区区役役所所区区政政策策課課……77】】  
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河河 川川 整整 備備  
１１  河河川川のの現現況況  

 市域を流れる河川の現況は、次のとおりである。 

河川の現況                                 (令和6年3月31日現在) 

河 川 名 河 川 区 分 区   間 市内延長(km) 管 理 者 

相 模 川 一 級 山梨県境～座間市境 35.1 神 奈 川 県 

早 戸 川 一 級 蛙沢川合流点～中津川合流点 7.5 神奈川県※1 

串 川 一 級 根無沢合流点～相模川合流点 12.1 神 奈 川 県 

道 志 川 一 級 山梨県境～相模川合流点 21.7 神 奈 川 県 

秋 山 川 一 級 山梨県境～相模川合流点 7.0 神 奈 川 県 

金 山 川 一 級 山梨県境～秋山川合流点 0.5 神 奈 川 県 

鳩 川 

準 用 内出橋下流端～千年橋上流端 6.1 相 模 原 市 

一 級 

千年橋上流端～姥川合流点 3.9 神 奈 川 県 

姥川合流点～鳩川分水路との分派点 1.4 神奈川県※2 

鳩川分水路との分派点～座間市境 3.1 神 奈 川 県 

鳩 川 分 水 路 一 級 鳩川からの分派点～相模川合流点 0.2 神奈川県※2 

鳩川隧道分水路 一 級 鳩川からの分派点～相模川合流点 0.3 神 奈 川 県 

道 保 川 一 級 古山暗渠上流端～鳩川合流点 2.5 神奈川県※2 

八 瀬 川 準 用 相模川第9雨水幹線分派点～相模川合流点 5.0 相 模 原 市 

姥 川 準 用 姥川第1雨水幹線の吐口～鳩川合流点 6.5 相 模 原 市 

境 川 二 級 
緑区川尻地内～根岸橋上流端 16.1 神 奈 川 県 

根岸橋上流端～大和市境 8.0 東 京 都 

小 松 川 二 級 緑区川尻地内松風橋～境川合流点 1.2 神 奈 川 県 

本 沢 二 級 緑区川尻地内砂防堰～境川合流点 2.1 神 奈 川 県 

※1 一部国土交通省管理   ※2 相模原市が都市基盤河川改修事業として改修及び維持管理を実施 

  

２２  河河川川改改修修事事業業  

 河川改修については、各河川の管理者が実施しているが、神奈川県管理の一級河川3河川(上表※2)において、

都市基盤河川改修事業として市が改修及び維持管理を実施している。 

 本市が行っている河川改修事業の対象区間の総延長は21,730mあり、令和5年度末現在の改修済延長は15,696m、

改修率は72.2%である。 

 現在、準用河川鳩川については、主に浸水被害解消に向けた改修工事を進めており、緑区田名付近を整備し

ている。 

 一級河川道保川、準用河川八瀬川及び準用河川姥川の3河川については、治水安全度に考慮しつつ、健全な水

環境機能の保全・再生をめざし、環境に配慮した多自然川づくりによる河川改修を行っており、一級河川道保

川は、南区下溝の県道52号(相模原町田)下流付近を、準用河川姥川については、中央区上溝1丁目の横山丘陵緑

地沿いの瀬戸橋上流付近を整備している。 

 また、準用河川八瀬川については、既設改修区間の多自然川づくりへの対応として、低水路整備を実施して

きた。今後は、中央区田名塩田のさかい橋から南区当麻の当麻橋の未改修区間について、ワークショップによ

り策定された｢八瀬川多自然川づくり基本計画｣に基づき、自然景観を保全し、市民が楽しめる渓谷ゾーンとし

て整備する計画である。 
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河川の改修状況                                  (令和6年3月31日現在) 

河 川 名 

 

管理 

延長 

(m) 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 改修状況 

護岸整備延長 

(m) 

整備延

長(両

岸平均

延長)

(m) 

護岸整備延長

(m) 

整備延

長(両

岸平均

延長)

(m) 

護岸整備延長

(m) 

整備延

長(両

岸平均

延長) 

(m) 

河川改修済延長

(両岸整備済み中

心延長) 

(m) 

改修率

一級河川 

鳩川 
1,370 

左岸 － 
－ 

左岸 －
－ 

左岸 － 
－ 累計 1,370 100.0%

右岸 － 右岸 － 右岸 － 

一級河川 

鳩川 

分水路 

230 
左岸 － 

－ 
左岸 －

－ 
左岸 － 

－ 累計 230 100.0%
右岸 － 右岸 － 右岸 － 

一級河川 

道保川 
2,530 

左岸 0.0 
0.0 

左岸 7.5
7.6

左岸 － 
15.8 累計 1,185 46.8%

右岸 0.0 右岸 7.7 右岸 31.6

準用河川 

鳩川 
6,100 

左岸 0.0 
0.0 

左岸 0.0
0.0

左岸 0.0
0.0 累計 3,600 59.0%

右岸 0.0 右岸 0.0 右岸 0.0

準用河川 

八瀬川 
5,000 

左岸 0.0 
0.0 

左岸 0.0
0.0

左岸 0.0
0.0 累計 3,071 61.4%

右岸 0.0 右岸 0.0 右岸 0.0

準用河川 

姥川 
6,500 

左岸 48.1 
0.0 

左岸 0.0
18.0

左岸 0.0
10.0 累計 6,240 96.0%

右岸 0.0 右岸 35.9 右岸 20.0

合計 21,730   0.0   25.6 25.8  15,696 72.2%

※ 中州整備のため、整備延長には含めない。 

 

３３  街街美美化化アアダダププトト制制度度  

 本市管理河川において、令和6年4月1日現在、5つの団体が街美化アダプト制度により、河川の美化活動を行っ 

ている。 

 活動内容は、除草や清掃、花植えなどを行っている。また、独自の活動として地元小学校の総合学習への協

力や子ども会、老人会など周辺地域の方々を招待した川と親しむイベントの開催等、地域住民の憩いの場とな

るような活動を行っている団体もある。 

街美化アダプト団体                              (令和6年4月1日現在) 

河 川 名 団 体 名 設 立 年 活動面積(ha) 会員数(人) 

一級河川道保川 

道保川を愛する会(大下地区) 平成16年 0.55 66 

道保川を愛する会(谷戸地区) 平成18年 0.55 41 

道保川・水と魚に親しむ会 平成22年 0.75 23 

準用河川姥川 虹吹・せせらぎ憩いの広場 平成24年 0.01 26 

一級河川鳩川 自治会法人 畑ヶ中自治会 令和3年 0.03 18 

  

４４  二二級級河河川川境境川川のの特特定定都都市市河河川川浸浸水水被被害害対対策策法法にに基基づづくく指指定定  

 境川は、その源を緑区の城山湖付近に発し、相模原市と町田市の境を南に流下して相模湾に注ぐ、延長約52km

の二級河川である。うち、本市域の延長は24,025mで、中央区淵野辺本町の根岸橋から上流の16,075mを神奈川

県が、下流の7,950mを東京都が管理している。 

 境川流域は、相模原市、町田市、大和市、藤沢市、横浜市、鎌倉市の6市からなり、全体の流域面積は 

約211㎢で、うち、本市域の流域面積は約32㎢である。 

 特定都市河川浸水被害対策法に基づき、平成26年6月に、二級河川境川及びその流域が、特定都市河川及び特

定都市河川流域に指定された。 
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 これにより、特定都市河川流域内において、宅地等以外で行われる1,000㎡以上の雨水浸透阻害行為(土地か

らの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)を行う場合、許可等が必要になった。 

雨水浸透阻害行為の許可等の件数                          (令和6年3月31日現在) 

 許可等の件数 完了件数 貯留浸透施設 

令和5年度ま

での累計 
130 116 

浸透ます

(基) 

浸透トレンチ

(m) 

L型側溝 

(浸透式)(m) 
透水性舗装 

(㎡) 

その他貯留

浸透施設 

(基) 

1,965 6,565 4,778 19,024 
416 

(8,000㎥) 

 

【【河河川川課課……11～～44】】  

 

 

簡簡 易易 水水 道道 事事 業業  
１１  事事業業概概要要  

（（１１））青青根根簡簡易易水水道道  

 青根簡易水道は、宮ケ瀬ダム関連工事に伴い、既存水源の枯渇が懸念されたため、安定的な飲料水を確保

する目的で、国が補償工事として新たな水源の確保や浄水場等の基幹施設の整備を行い、旧津久井町が引継

ぎ、平成15年4月より供用開始された施設で、平成18年3月20日の合併により、市の簡易水道事業として運営

している。  

 

（（２２））葛葛原原簡簡易易水水道道・・牧牧野野中中央央簡簡易易水水道道  

 葛原簡易水道は、昭和46年4月から給水を開始し、平成24年3月15日付で神奈川県の認可を受け、市の水道

事業として運営している。 

 牧野中央簡易水道は、平成15年4月に公営水道として給水を開始し、平成27年9月30日及び平成30年3月26日

付で同県の認可を受け、市の簡易水道事業として運営している。 

 

２２  事事業業実実績績((令令和和55年年度度))                       (令和6年3月31日現在)  

 
計画給水人口 現在給水人口 給水戸数 年間総給水量 

一日平均 

給水量 

青根簡易水道   930人   516人 293戸 240,252㎥   658㎥ 

葛原簡易水道   300人   291人 118戸  22,577㎥    62㎥ 

牧野中央簡易水道 1,386人 1,301人 584戸 115,405㎥  316㎥ 

合計 2,616人 2,108人 995戸 378,234㎥ 1,036㎥ 
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３３  主主なな水水道道施施設設                          (令和6年3月31日現在) 

 青根簡易水道 葛原簡易水道 牧野中央簡易水道 

取水施設 
深井戸  1箇所 9箇所 

取水管 1箇所 1個所 2箇所 

貯水施設 原水貯留槽 1基(580㎥)   

浄水施設 
浄水池 1箇所(816㎥)   

膜ろ過設備 1基(1,100㎥/日)  2基(103㎥/日) 

配水施設 配水池 3箇所(560㎥) 2箇所(193㎥) 7箇所(543㎥) 

  

４４  水水質質管管理理  

（（１１））水水質質検検査査  

 毎年、水道法で規定された水質基準に係る水質検査計画を策定し、これに基づき登録機関への委託による

検査を実施し、結果公表を行っている。 

（（２２））水水質質管管理理目目標標設設定定  

 将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期する見地から、国が示す水質基準を補完する項目のうち

「水道法で定められた浄水の供給と給水栓での残留塩素濃度0.1㎎/L以上の確保」を当該目標として設定し、

水質管理を行っている。  

 

【【津津久久井井土土木木事事務務所所……11～～44】】  
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下下 水水 道道 事事 業業  
１１  下下水水道道事事業業のの沿沿革革とと現現況況  

 本市の下水道事業は、昭和42年からJR相模原駅周辺を中心に、汚水と雨水を同一の下水管で排除する合流式

として整備に着手し、その後、神奈川県が相模川流域下水道事業計画を策定したことから、同事業への参画に

合わせて雨水と汚水を別々の下水管で排除する分流式へ変更した。 

 汚水については、平成12年度末には、市街化区域のほぼ全域の汚水管整備が完了し、平成14年度からは、市

街化調整区域の汚水管整備を進めている。 

 平成18年及び19年の津久井湖・相模湖などの水源を抱える旧津久井4町との合併後は、旧4町の公共下水道整

備区域を縮小し、新たに高度処理型浄化槽整備区域の指定を行い、両事業を並行して進めている。また、藤野

地区の一部では、農業集落排水処理施設で汚水処理を行っている。 

 雨水対策については、市制施行以来の都市化に伴う排水路整備に始まり、昭和40年代から浸水対策として雨

水管整備に着手し、昭和50年代からは当該整備を補完するため、雨水調整池の整備にも着手した。 

 また、更なる都市化の進展に伴う流出量の増加や保水機能の低下に起因する浸水被害に対応するため、平成

16年度に「相模原市雨水対策基本計画」、平成23年度に「改定・相模原市雨水対策基本計画」を策定し、令和

4年度には、気候変動による降雨量増加や事前防災減災の観点を取り入れた「第3次雨水対策基本計画」を策定

して事業を推進している。 

 平成25年4月からは、下水道事業(公共下水道事業・農業集落排水事業・高度処理型浄化槽事業)の経営状況及

び財政状況の明確化を図るため、地方公営企業法の一部適用により企業会計方式を導入し、経理を行うととも

に、使用料体系の統一を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２  公公共共下下水水道道（（汚汚水水・・雨雨水水））  

（（１１））下下水水道道基基本本計計画画  

 本市の下水道基本計画は、相模川流域下水道計画を上位計画として、次のとおり計画されている。 

(汚水)［目標年次］令和12年 ［計画処理区域面積］10,169.80ha ［計画処理人口］677,000人 

［排除方式］分流式   ［1人1日最大汚水量］300ℓ/人･日  ［1人1日平均汚水量］240ℓ/人･日 

(雨水)［目標年次］令和12年 ［計画排水区域面積］11,812ha ［排水方式］分流式 

 

高度処理型浄化槽事業 

公 共 下 水 道 事 業

( 汚 水 ・ 雨 水 )

下 水 道 事 業 相模川流域下水道事業(汚水)

農業集落排水事業
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（（２２））都都市市計計画画決決定定、、都都市市計計画画法法事事業業認認可可及及びび下下水水道道法法事事業業計計画画  

ア 都市計画決定  

名      称 計画面積(ha) 

相模原都市計画下水道第1号公共下水道 6,580 
流域関連 

全て分流式 相 模 湖 津 久 井 都 市 計 画 下 水 道 

相 模 湖 津 久 井 第 1 号 公 共 下 水 道 
778 

イ 都市計画法事業認可 

名    称 事業期間 
認可面積 

(ha) 

相模原都市計画下水道事業 

第 1 号 公 共 下 水 道 

昭和42年度～ 

令和12年度 
6,580 

相模湖津久井都市計画下水道事業 

相模湖津久井第1号公共下水道 

平成元年度～ 

平成30年度 
  778 

ウ 下水道法事業計画 

〔名称〕相模川流域関連相模原公共下水道事業(汚水) 

名 称 処理面積(ha) 予定処理区域内人口(人)

相 模 原 市 8,368.42 657,002

内

訳 

旧相模原市域 6,934.98 611,777 

城 山 地 区 348.33 20,080 

津 久 井 地 区 519.74 17,903 

相 模 湖 地 区 345.79  3,798 

藤 野 地 区 219.58  3,444 

〔名称〕相模川流域関連相模原公共下水道事業(雨水) 

名 称 排水面積(ha) 

相 模 原 市 7,664.57 

内

訳 
旧相模原市域 6,742.44 

城 山 地 区 275.95 

津 久 井 地 区 209.28 

相 模 湖 地 区 221.00 

藤 野 地 区 215.90 

（（３３））整整備備状状況況  

 令和5年度末における下水道整備面積は7,749.9haで下水道処理区域内人口普及率は97.5％、市街化区域内

(在日米陸軍相模総合補給廠及び相模原住宅地区を除く)雨水管きょの整備済区域面積は3,672.0haで雨水排

水整備率は55.7％となっている。 

（（４４））使使用用料料  

 昭和54年7月1日からの処理開始に伴い、使用者から汚水の排水量に応じて使用料を徴収している。 

 平成15年4月からは、使用料の徴収事務を県企業庁に委託し、水道料金との一括納付制度としている。 

使用料の状況           (各年度末現在 税込) 

 調定額(円) 収納額(円) 

令和3年度 9,495,812,977 7,711,448,495 

令和4年度 9,391,626,826 7,696,110,369 

令和5年度 9,366,506,275 7,812,174,139 
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（（５５））受受益益者者負負担担金金及及びび分分担担金金  

 昭和43年度から市街化区域における公共下水道(汚水)の整備費の一部に充てるため、当該年度の整備区

域内の土地所有者等から権利を有する土地の面積に応じて受益者負担金を徴収している。 

 平成14年度からは、市街化調整区域の整備費の一部に充てるため、同様に受益者分担金を徴収してい

る。 

 なお、津久井地区、相模湖地区及び藤野地区の区域においては都市計画法に規定する区域区分の定めが

ないため、用途地域が定められている区域は負担金、その他の区域は分担金として徴収している。 

受益者負担金の状況                    (各年度末現在 不課税)  

 調定額(円) 収納額(円) 

令和3年度 18,683,600 17,658,500 

令和4年度 24,562,200 24,283,800 

令和5年度 29,552,900 28,996,500 

受益者分担金の状況                    (各年度末現在 不課税)  

 調定額(円) 収納額(円) 

令和3年度 17,586,900 15,069,800 

令和4年度 18,363,700 15,600,900 

令和5年度 22,179,400 19,599,500 

（（６６））水水洗洗化化のの促促進進  

ア 水洗化の状況 

 公共下水道の処理区域では、処理開始の日から3年以内にくみ取便所を水洗便所に、また、浄化槽式の便

所は速やかに公共下水道に流す方式に改造することが義務付けられており、令和4年度末には区域内人口

699,144人のうち693,548人が水洗化し、水洗化率は99.2％となっている。 

イ 水洗化工事資金融資あっせん制度 

 水洗便所等への改造を促進するため、水洗化工事資金融資あっせん規則に基づき、改造資金の融資あっ

せんを行っており、市は取扱金融機関に資金を預託することで、貸付利率の軽減を図っている。 

・融 資 額：改造工事費と改造のための給水工事費の合計額の範囲以内で、大便器1個につき50万円を

超えない額で1万円を単位とする。 

・融資利率：2.50%(平成8年4月1日から) 

・償還期間：42か月以内 

ウ 水洗化工事費特別助成制度 

 生活保護法による生活扶助を受けている方又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律による生活支援給付を受けている方が水洗便所に改造する場合、予算の範囲内にお

いて改造工事費と改造のための給水工事費の合計額を助成金として交付している。 

エ 未接続家屋訪問指導 

 平成7年度から公共下水道整備済区域内における未接続家屋の訪問調査、接続指導及び相談業務を実施し

ている。 
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（（７７））水水質質調調査査・・指指導導  

特定施設及び除害施設に係る各種届出の受付審査業務          (単位：件) 

 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

特定施設関係届出受付件数 109 120 145 

除害施設関係届出受付件数 3 17 16 

特定事業場数 451 452 450 

除害施設設置事業場数 27 30 27 

※ 特定施設：酸又はアルカリによる表面処理施設など、下水道法により定められた 

有害物質を含む排水を生じる施設等 

※ 除害施設：特定施設からの下水や下水道の施設等に損傷を与えるおそれのある下水を 

排除基準に適合するよう処理する施設 

公共下水道処理区域内の事業場排水の水質調査                  (単位：件) 

 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

調査対象事業場数 79 84 79 

調査対象事業場における調査件数 173 357 280 

基準不適合の指導に対する改善事業場数 8 8 7 

特定施設の設置等に対する立入検査                       (単位：件) 

 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

特定事業場への検査件数 32 25 22 

除害施設設置事業場への検査件数 2 3 3 

（（８８））ポポンンププ場場  

 汚水の自然流下が困難な地域においては自然流下が可能なところまで汚水を圧送しなければならないため、

現在6箇所のポンプ場を設置している。 

市内ポンプ場の施設概要 

名 称 所 在 地 
計画処理面積

(ha) 

計画汚水量

(㎥/秒) 
供用開始日 

深堀ポンプ場 南区上鶴間3丁目21番1号 275.22 0.232 平成元年4月1日 

古淵ポンプ場 南区古淵4丁目11番1号 47.51 0.043 平成5年4月1日 

中和田ポンプ場 南区上鶴間本町9丁目51番4号 134.02 0.121 平成6年4月1日 

中淵ポンプ場 中央区東淵野辺2丁目8番11号 63.36 0.041 平成8年4月1日 

当麻ポンプ場 南区下溝1343番地1 748.97 0.193 平成8年10月1日 

久所ポンプ場 中央区水郷田名4丁目1番1号 59.67 0.015 平成9年4月1日 

（（９９））合合併併処処理理浄浄化化槽槽のの設設置置補補助助 

 公共下水道の整備予定がない又は早期整備が見込めない区域において、専用住宅又は店舗等併用

住宅(建物を販売又は賃貸する場合を除く。)の既存の単独処理浄化槽又はくみ取便所を廃止し、合

併処理浄化槽を設置する場合(転換)に、設置に要する補助金の交付を予算の範囲内で行っている。 

補助実績                     (単位：基) 

種 別 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

5 人 槽 0 0 1 

6 ・ 7 人 槽 0 0 0 

8 人槽以上 0 0 0 

計 0 0 1 
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（（1100））相相模模川川流流域域下下水水道道事事業業  

 相模川の水質保全及び水質源の確保を図る目的で、県及び関係11市町により昭和44年から事業着手し

た。 

 翌年度には、旧城山町、平成元年度からは大磯町・旧津久井町・旧相模湖町・旧藤野町の4町が加わり、

平成12年度には16市町(相模原市と旧津久井4町との合併により現在は12市町)の全てが処理を開始した。 

 本市の汚水が流入する左岸幹線、座間海老名幹線は全線が整備完了となっている。 

ア 相模川流域下水道の計画概要 

[処理面積〕左岸約18,524ha 右岸約11,674ha 計約30,199ha 〔処理方法〕分流式・一部合流式 

イ 相模川流域下水道事業負担金 

 県と相模川流域の12市町が建設費を負担し、県が整備を進めており、12市町の負担率は計画汚水量の比

率によって定められている。 

 また、施設の維持管理に要する費用は、発生汚水量の比率によって負担額が定められている。 

相模川流域下水道事業負担金の負担率と負担額の推移 

 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

負担率 

(％) 
負担額(千円)

負担率

(％) 
負担額(千円)

負担率 

(％) 
負担額(千円)

建 設 費 32.81 251,895 32.85 187,502 32.83 294,350 

維 持 管 理 費 35.60 2,828,614 35.15 3,417,656 34.64 2,918,035 

計 － 3,080,509 － 3,605,158 － 3,212,385 

 

３３  雨雨水水対対策策関関連連事事業業  

（（１１））雨雨水水調調整整池池のの活活用用  

 公共下水道の雨水幹線の整備及びその流出先である河川の改修が未了であることから、雨水貯留施設とし

て雨水調整池を活用し、雨水の流出抑制を図っている。 

下水道事業者が管理する雨水調整池        (各年度末現在) 

 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

管理箇所数 119 119 120 

貯留量(㎥) 463,747 463,747 464,449 

（（２２））雨雨水水浸浸透透施施設設のの設設置置指指導導  

 開発行為等の場合は、区域内の雨水の適切な処理を行うため、開発規模に応じ雨水調整池や雨水浸透施設

の設置指導を行っている。 

令和5年度開発行為(許可)により設置された貯留浸透施設 

 件数 
開発面積 

（㎡) 

雨水抑制量 

（㎥) 

境川 31 123,201.8 5,783.9 

目久尻川 1 2,672.0 82.4 

相模川 21 43,079.2 1,583.8 

八瀬川 1 231.5 2.0 

鳩川 28 83,667.5 4,985.1 

姥川 15 30,520.0 1,161.4 

串川 1 7,503.1 351.2 

計 98 290,875.0 13,949.8 
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（（３３））雨雨水水浸浸透透まますす設設置置助助成成  

 雨水の流出抑制及び地下水の涵養等を図るため、一般住宅の新改築などの際に、宅地内に降った雨を地下

に浸透させ、雨水の流出を抑えるための雨水浸透ますの設置を指導しており、平成13年4月からは雨水浸透ま

す設置費用の一部を助成する｢雨水浸透ます設置助成金交付事業｣制度を創設している。 

 また、平成18年4月からは、合流改善整備事業対象区域内において、公共汚水ますに雨水管が接続されてい

る場合の雨水管の切離し及び敷地内に雨水浸透ますを設置する工事費用の一部を助成する「合流改善整備促

進助成金交付事業」制度を創設し、市民の理解と協力を得てその促進に努めている。 

助成金の交付状況 

区 分 
令和3年度 令和4年度 令和5年度 

件数 総額(千円) 件数 総額(千円) 件数 総額(千円) 

新 設 3 70 1 28 2 65 

交 換 1 20 0  0 0 0 

  

４４  農農業業集集落落排排水水事事業業  

  農業集落における生活環境の向上と公共用水域の水質保全等を図るため、旧藤野町牧野に農業集落排水処

理施設を整備し、平成8年4月1日から供用開始している。平成27年度にはダム湖のアオコの発生原因とされる

窒素・リン除去のため、施設の機能強化(高度化)を図った。 

（（１１））事事業業概概要要  

施 設 名 大久和排水処理施設(大久和、中尾及び川上の一部が対象) 

処 理 方 法 鉄溶液注入連続流入間欠ばっ気方式＋砂ろ過 

処 理 対 象 排 水 し尿及び生活雑排水 

排 除 方 式 分流式 

処理戸数・人口 111戸・234人(令和5年度末現在) 

計 画 区 域 面 積 26ha 

計 画 汚 水 量 130㎥/日 

（（２２））使使用用料料及及びび受受益益者者分分担担金金  

使用料の状況             (各年度末現在 税込) 

 調定額(円) 収納額(円) 

令和3年度 2,954,394 2,363,748 

令和4年度 2,651,245 2,165,868 

令和5年度 2,656,265 2,159,798 

受益者分担金の状況        (各年度末現在 不課税)  

 調定額(円) 収納額(円) 

令和3年度 150,000 150,000 

令和4年度 150,000 150,000 

令和5年度 150,000 150,000 

 

 

 

 

 

―  327   ――  326   ―



- 328 - 

 

５５  高高度度処処理理型型浄浄化化槽槽事事業業  

 公共下水道が整備されていない津久井地域のダム集水区域では、窒素、リンなどを多く含む生活

排水がダム湖へ流入し、これらが原因とされるアオコが発生して悪臭など生活環境や水環境を悪化

させる原因となっている。 

 こうしたことから、川や湖の水質保全を図るため、本市では、平成21年7月から下水道整備計画区

域外の建物を対象に、申請に基づき高度処理型浄化槽を設置し、維持管理を行う生活排水処理対策

事業に着手した。 

（（１１））高高度度処処理理型型浄浄化化槽槽設設置置状状況況((寄寄付付基基数数をを含含むむ))  

(各年度末現在 単位：基)  

地 区 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

城 山 地 区 7 ( 0) [0] 7 ( 0) [0] 7 ( 0) [0] 

津久井地区 568 (47) [0] 602 (34) [0] 648 (46) [0] 

相模湖地区 102 ( 3) [0] 107 ( 5) [0] 113 ( 6) [0] 

藤 野 地 区 683 (35) [0] 699 (16) [0] 724 (25) [0] 

計 1,360 (85) [0] 1,415 (55) [0] 1,492 (77) [0] 

※ ( )内は当該年度設置基数、[ ]内は当該年度寄付基数 

（（２２））使使用用料料及及びび受受益益者者分分担担金金  

使用料の状況              (各年度末現在 税込) 

 調定額(円) 収納額(円) 

令和3年度 43,439,021 35,398,909 

令和4年度 46,588,580 38,800,399 

令和5年度 46,824,471 38,891,364 

受益者分担金の状況          (各年度末現在 不課税) 

 調定額(円) 収納額(円) 

令和3年度 8,924,000 7,988,900 

令和4年度 16,412,600 15,330,000 

令和5年度 5,769,200 5,019,600 

 

【【下下水水道道経経営営課課……11～～33】】  

【【下下水水道道料料金金課課……22、、44、、55】】  

【【下下水水道道保保全全課課……22、、33】】  

【【津津久久井井下下水水道道事事務務所所……33～～55】】  
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